
建物名称

・作業については土曜・日曜・祝日及び年末年始並びに盆休みは行わない。（但し、前項の施設運営に支障を来す

電 灯 設 備

動 力 設 備
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建物別及び屋外

工　事　種　目
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監理

（注）　

堺市建築都市局建築部

２．常用漢字を使用し書体は角

３．亜鉛鉄板製とし桟木を裏打

　　ちし補強する。

　　と記入する。

地色

日本塗料工業学会
Ｙ１７－７０Ｘ

地色（白）

取付場所は工事用進入口の見易い所に取り付けること。

○ ○ ○ ○ ○ ○

　　ゴシック黒文字とする。

特　記　仕　様　書　【 昇　降　機　設　備 】

Ⅰ．工事概要

６．特　記　事  項

（下記の内容には、各種機器の取付、接続及び試験調整も含む。

　更に、撤去機材については処分までの一切を含む。）

（注）本工事において委託監理契約が締結されている場合は、監督員を監理員と読み替えるものとする。

１．工事名称

２．工事場所                                                                          

３．建物概要

４．工事種目（●印のついたものを適用する。）

５．工　事　内  容

Ⅱ．工事仕様書

 １．一般仕様

 （２）　経済産業省「電気設備に関する技術基準を定める省令」並びに一般社団法人日本電気協会「内線規程」のほか、関係法令に基づ

　　　　 き施工する。

 （３）　建築工事を本工事に含む場合は、建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。　

 ２．特記仕様

（１）一般事項 特記項目において選択する事項は、　●印のついたものを適用する。

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 施工調査

工事用表示板

安全対策

仮設備

工事用仮設物

工事用電力

水・その他

 （グリーン購入法）

工事の下請け及び原

材料の購入について

化学物質を発散さ

使用制限

せる設備材料等の

発生材の処理等

・本工事施工にあたっては、事前に現場を充分に調査し着工のこと。また、電気、給水及びガス等の供給停止、粉

  じん、ほこり等が発生するおそれのある場合は、事前に監督員及び当該施設管理者と充分に打合せのうえ施工の

  こと。

・実施工程表及び施工計画書作成のための施工計画調査及び施工に先立った事前調査を行い監督員に報告する。

  なお、調査項目、調査範囲及び調査方法は、監督員との協議による。

・安全巡視員　（警備会社による） ○常駐    人        ○スポット延べ    人

・交通誘導員Ａ（警備会社による） ○常駐    人        ○スポット延べ    人

・交通誘導員Ｂ（警備会社による） ○常駐    人        ○スポット延べ    人

・工事進入路及び周辺道路においては、工事関係車両は徐行運転を行い、より一層安全運転に努めること。

・仮設備項目（○受変電　　　　　○発電機　　　　　○給水ポンプ　　　○排水ポンプ　　　○　　　　　　）

・仮設期間  （○図面による      ○                ）

　担とする。

・受変電設備（新築に限る）を新設する場合、受電後、引渡しまでの電気基本料金（受電設備全部分）、電気使用

　料金（施工業者使用分）並びに電気保安業務における費用も本工事に含むものとする。

・図面中の ｸﾞ 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下、「グリーン購入法」という。

　）の特定調達物品を示す。

・堺市グリーン調達基本方針による「堺市グリーン調達方針」（最新年度による）に基づき、公共工事特定調達品

  目を監督員と協議の上、本工事にて極力採用すること。

・工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は、地元産業の振興と市内業者育成のため、市内業者へ

  発注するよう努めること。

・本工事で使用する設備材料等は、設計図書で規程する所要の品質及び性能を有するものとする。なお、原則とし

  てホルムアルデヒドが発散しない規制対象外のものとして下記（１）を使用するが、該当する材料等がない場合

  は、第３種のものとして下記（２）を使用する。なお、詳細については、関係法令を参照のこと。

・発生材等（建設副産物）の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ｢建設工事に係る資材の再資源化等

  に関する法律｣ ｢資源の有効な利用の促進に関する法律｣ ｢建設副産物適正処理推進要綱」その他関係法令を遵守

  して行うこと。

・元請業者は、当該工事に伴って生じた全ての建設廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

・すべて受注者の負担とし、構内につくることが（　●できる。　　〇できない。）

・本工事に必要な工事用電力、水、ガス等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等の費用は、受注者の負

・元請業者が収集運搬及び処分を委託する場合は、元請業者と収集運搬業者との間の契約及び元請業者と処分業者

　との２者間契約を締結し、事前に許可証の写しを監督員に提出すること。尚、収集運搬及び処分は元請業者の責

  （２）国土交通省告示１１１５号（平成１４年１２月２６日）で示されているもの。

堺市　建築都市局　建築部

図面名称

Ａ３縮尺

図面番号

Ａ１縮尺 ー

工事名称

ー

昇降機設備工事　特記仕様書（１）

発注

１．発注監理が同一の場合は

消防法施行令

別表第一
備　考

・本工事に使用する機材は、（一社）公共建築協会「設備機材等評価名簿」または、「建設物価」「積算資料」等

　の刊行物掲載製作所から選定するものとし、別途指定する書面にて監督員の承諾を受けるものとする。

・本工事における特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う施設及び建設発生土処分地については、下記による。

コンクリートガラ

アスファルトガラ

木　　材

建設発生土

施　設　の　名　称 　所　　在　　地

　要する費用等の定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上

　た事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

　条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになっ

・特定建設資材の分別解体等・再資源化については、以下の条件を設定しているが、請負代金額のうち解体工事に

　に選別しリサイクル等再資源化を図るものとする。

・発生材等（建設副産物）の処理は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し、その種類ごと

の適用について

設リサイクル法」）

関する法律」（「建

資材の再資源化等に

「建設工事に係る

□ 手作業その他 の工事6､その他

建築設備・内装等 の工事5､建築設備

□ 手作業屋根の工事4､屋根

□ 手作業上部構 造部分・外 装の工事3､上部 構造部

□ 手作業基礎・ 基礎ぐいの 工事2､基礎 ・基礎

□ 手作業造成等 の工事1､造成等　

１、分別解体 等の方法

（注２）　工程内で部位毎に分別解体方法が異なる場合は、部位毎に特記する。

（注１）　適用となる事項の □ にチェックする。

工
 
程
 
ご
 
と
 
の
 
作
 
業
 
内
 
容
 
及
 
び
 
解
 
体
 
方
 
法

工程 作業内容 分別解体等の方 法

□ 手作業 ・機械作 業の併用

　ぐい □ 手作業 ・機械作 業の併用

　分・外装 □ 手作業 ・機械作 業の併用

□ 手作業 ・機械作業の併用

　・内装等 □ 手作業 ・機械作業の併用

（　　　） □ 手作業 ・機械作 業の併用

  種類：○アスベスト含有建材等    ○　　　　　　　  ○　　　　　　　  ○

・工事箇所にアスベストを含む材料が使用されている場合は、「大気汚染防止法」「大阪府生活環境の保全等に関

　する条例」及び関係法令に基づき適切な処理を行うこと。

・上記以外の有害物質の処理については、監督員と協議を行うこと。

　施工後確認試験：特記なき場合、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築改修工事標準仕様書（建築工事

　　　　　　　　　編）による。

（建築物に係 る新築工事等（新 築・増築 ・修繕・模様替）の 場合）

　任においてマニフェストシステムにより適正に行うこと。

□ 有　　　　 ■ 無

□ 有　　　 　■ 無

□ 有　　　 　■ 無

□ 有　　　　■ 無

■ 有　　　　□ 無

□ 有　　　 　■ 無

■ 手作業

 （１）　図面、特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編）

　　　（令和４年版)及び公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和４年版)並びに公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

　　　（令和４年版）による。（参考資料：機械設備工事監理指針（令和４年版））

本工事での特別管理

産業廃棄物等

　（アスベスト処理）

　（その他の処理）

あと施工アンカー

施工条件

900

8
0
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発注　堺市建築都市局建築部　
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0

4
0

4
0

 6.

設備機材等 7.

 8.

 9.

10-1.

10-2

11.

12.

13.

  （１）ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品及び「非ホルムアルデヒド系」等の表示にあるＪＡＳ規格品とする。

特定建設資材廃棄物の

種　　　類

・中間技術検査は、公共工事の品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる部分や施工上重要な段階等におい中間技術検査

　て、施工中に検査を行うものである。

24.

　高さが2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型の

　ものを用いて作業（※ロープ高所作業に係る業務を除く。）を行う者は、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教

　育規程に基づく特別教育を受講すること。

法定福利費について ・受注者は契約後、１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を監督員に提出し、確認を受けること。23.

電気保安技術者 ・電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。

・発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結した時は、下請金額にかかわらず施工体制

　台帳を作成し、写しを発注者に提出すること。

・施工体制台帳を作成した建設業者は、当該建設工事の係わるすべての建設業者名、技術者名簿を記載し工事現場

  における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、現場及び公衆の見易い場所に掲げること。

・施工体系図の記載事項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなければならない。

　施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものと

　においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこと。また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工

　体系図の写しを監督員に提出しなければならない。また、施工体系図の記載事項等に変更があったときは、その

　都度、変更された施工体系図の写しを速やかに監督員に提出しなければならない。

・受注者は、監督員等から公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他の工事現場の施工

　体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んでは

　ならない。

　

・請負者は、受注時及び竣工時において請負代金額が５００万円以上の工事については、コリンズ（工事実績情報

　システム）に基づき、実績登録用データを作成し、監督員の確認を受けた後に、一般財団法人日本建設情報総合

　ない。また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変更時には、同様の変更登録をしなければ

　なければならない。

　者等の就業状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を

　また、建退共制度対象労働者を雇用した場合については、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働

　契約締結後４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。

　「建退共掛金収納書届」を工事請負契約締結後原則１ケ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負

　こと。

・受注者は、工事用掲示板付近の見易いところに「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する

　作成し、監督員に提示しなければならない。

・本工事において、部分払いを請求する際には、工事出来高部分に対し火災保険を次のとおり付すこと。

　また、保険契約締結後、速やかにその証券を堺市長に提出すること。

    被保険者：堺市長  、 保険期間：工期プラス１ヶ月 、 保険金額：部分払いするときの出来高金額以上　　

・なお、建設工事保険、組立保険等の総合保険に加入している場合は、保険証の写しと、火災保険の受取りを堺市

　長とした保険会社発行の証明書を提出すること。

・本工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。

　　第三者に与えた損害の補償    ：請負業者賠償責任保険

　  従業員が受けた身体障害の補償：法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険

・受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全衛生規則に基づき、墜落制止用器具を

　使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じること。

　使用する墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型とし、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイド

　ライン」（平成30年6月22日付け基発0622第2号）の規定に従い、器具を適切に使用すること。

施工体制台帳及び

工事実績データーの

作成・登録について

制度の履行

建設業退職金共済

火災保険について

その他の保険につい

て

危険の防止

墜落による

施工体系の義務化

　するほか、施工体系図では、建設工事だけでなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業廃棄物及び警備業者等）

・受注者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」）の主旨を理解し、建退共に該当する場合は同制度に加入し、

　ならない。いずれの場合も登録事由発生時から１０日以内(土･日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く)に登録し

　センター(JACIC)に登録しなければならない。登録後は「登録内容確認書」を直ちに監督員に提出しなければなら

14.

15.

16.

17.

20.

21.

22.

・地元協議による条件が発生した場合は、その施工条件を尊重すること。

・施工時間は原則として、午前８時から午後６時までとする。

・本工事は、工事現場の週休２日の確保に取り組むことを指定した発注者指定方式の週休２日制対象工事である。

　などのやむを得ない場合はその限りでなく、監督員と協議を行うものとする。）

　週休２日の実施については、入札日公告時点の「堺市建築都市局建築部週休２日制工事実施要領」に基づくこと

　とし、４週８休以上の達成にあたって、１週２休（原則として土曜、日曜）を確保できるよう努めること。

・本工事の適用区分　　○月単位　　○通期

・停電や断水、施設利用者と交錯するなどの施設運営に影響がある作業を行う際は、施設運営に支障を来さない

　日時で行うものとする。

18.施工図等の

作成について

19.施工中の安全確保

について

・施工図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と

　調整の上、十分検討すること。

・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく統括安全衛生管理

　義務者の指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずること。また、その他の関連工事請負業者は

　統括安全衛生管理義務者と協力し、工事全体の災害及び事故の防止に努めること。

・原則、建設発生土の搬出先については、上記の処理施設とする。

　なお、受け入れ条件等により提示する施設と異なる場合においては、監督員と協議するものとする。

　　　の承諾を受けること。

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化で使用可能な対象機器及び小黒板情報の電子的記入方法・取扱い・写真の

　納品等については「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」（堺市建築部ＨＰ掲載）によるものとする。

・受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「小黒板情報電子化承諾願い」を提出し、監督員 

　すること。又、完成図原図も提出すること。

・施設毎に機器完成図をＡ４版チューブファイル（表紙文字印刷）を２部提出すること。

・保全に関する資料(施設管理者が保守を行っていく上で必要な事項をまとめたもの)として、工事完成後、建物と

　ともに以下の資料を管理者に引渡しを行う。

・施設毎に完成図を作成し、製本図面（完成図原図をＡ２に縮小しＡ３版背貼製本（表紙文字印刷））を２部提出

・最終提出書類は、書類保管箱（ダンボール製やプラスチックケース等）に納め提出のこと。　

・本工事にて取得する施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

・本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を理解し協力すること。

  なお、下請負人等についても本調査の趣旨を周知し協力するよう指導すること。

・完成図をTIFFデ－タ－に変換し、目次をEXCELデ－タ－にて作成し、CD-RまたはCD-RWにて提出のこと。

・完成検査に合格したときは、書類を添えて引渡しを行うこと。なお、工事完成後引渡しまでは、受注者にて管理

  別計量器がある場合は最終読取値を一覧表にして、監督員に提出すること。

・引渡し物品一式を、監督員の指示により所定の場所に整理し、書類を添えて施設管理者に引渡すこと。なお、個

  上の責任をもつこと。

　かつ、本市との連絡体制が確保されると認めた場合には、監理技術者又は主任技術者及び現場代理人の工事現場

　び現場代理人についても同様とする。）。また、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、

　められている最新の監理技術者制度運用マニュアルによるものとする（専任以外の監理技術者又は主任技術者及

・監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間については、国土交通省において定

工事写真 

デジタル工事写真の

小黒板情報電子化

完成図等

電子データの提出等

提出用保管箱

著作権等

公共事業労務費調査

引渡し及び管理責任

の専任期間等

現場代理人・技術者

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の営繕工事写真撮影要領（最新版）・「工事写真撮影ガイドブック 機械設備

　工事編」及び「工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編」による。

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

　における常駐を要しないものとする。

　　　・主要資材一覧表（名称・規格・数量・メーカー等）　　・物品引渡書

　　　・装置、機器の取扱い説明書　　　　　　　　　　　　　・運転指導（資料に基づく説明も行う。）

　　　・主要機器の連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　・官公署届出書類控、検査済証

　　　・その他保守上に必要な図書等

　「堺市建設工事低入札価格調査実施要領」による調査基準価格を下回る価格をもって契約した場合、技術検査を

　１回追加で受けなければならない。（対象外の場合は検査回数が１回となる。）

34.遠隔臨場について ・本工事は、「受注者希望型」の遠隔臨場対象工事である。

　遠隔臨場の実施を希望する場合は、「堺市建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施すること。

堺市西区草部１０１８番地１

ＲＣ ８ ５項ロ

住　棟

住　棟

●

昇降機設備 昇降機設備の設置及び試験調整の一切を行う

万崎建替公営住宅第二期建設工事

万崎建替公営住宅第二期建設工事

Ｖ／００１

　　（　本工事は、　○適用する　　○適用しない　　●元請けの適用区分による　）

・本工事で撤去等の作業を行う特別管理産業廃棄物等（○有    ●無し）  

　性能確認試験　：○行う　      　　　　 ●行わない

・本工事の改修工事区分　○全館無人改修　○執務並行改修

　　本工事は、中間技術検査の　　○対象　　○対象外　　●元請けの適用区分による

0 25 50 75

原寸図

＜２０２５．１０＞新営・改修編　　

工事共有情報

　「堺市建設工事情報共有システム活用試行要領」（営繕系工事編）に基づき実施すること。

・本工事は、情報共有システム利用対象工事である。　●発注者指定型　〇受注者希望型35.

システム

　 本 工 事 は 概 成 工 期 設 定 工 事 で あ る 。

令 和 ９ 年 １ １ 月 １ ５ 日 ま で に 、 完 成 前 の 総 合 試 運 転 調 整 を 行 う に あ た り 、 関 連 工 事

を 含 め た 各 工 事 が 支 障 の な い 状 態 ま で 完 成 さ せ る こ と



・ＰＦ管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。但し、ＬＧＳ仕様の界壁に使用する場合は、

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

（２）昇降機設備共通事項

 1. 一般事項

 ○ はつり工事

 ○ ボックス

 2. 共通適用項目

特記項目において選択する事項は、　●印のついたものを適用する。

・既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。

　なお、復旧はモルタル補修とするが、仕上げは原形復旧とする。

　はつり穴開けの施工にあたり、埋設物の事前調査を行う。施工場所を鉄筋探査機により探査し、鉄筋・　

　配管類の位置に墨出しを行う。放射線透過検査については監督員の指示によるものとし、費用は本工事に

　含む。

 4. エレベーター仕様

　　（新設の記入例）
工事区分

01.適用

※「防火・遮煙性能を有する戸」とは、建築基準法施行令第１１２条１４

　項第二号の規定に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものを

　いう。

 １階

その他

　の階

押ボタン点灯式（身体障害者用専用ボタンはカバープレートを一体形とす

●鋼板製塗装仕上　○ステンレスヘアライン　○カラーステンレス

○ステンレスエッチング仕上

●鋼板製塗装仕上　○ステンレスヘアライン　○カラーステンレス

○ステンレスエッチング仕上

04.乗場の戸

05.乗場ボタン

06.インジケータ

07.パーキングスイッチ

02.用途

03.方式

04.速度

05.積載荷重（定員）

06.電源（動力用）

   　　（照明用）

07.電動機容量

08.制御方法

09.運転方式

10.停止箇所

11.出入口寸法

12.かご内法寸法

13.昇降路全路

14.昇降行程

15.戸開閉方式

16.障害者用付加仕様

3Φ　200V

1Φ　100V

可変電圧可変周波数制御

●一般乗用　　○

ロープ式エレベーター　●機械室なし　○機械室あり

●乗合全自動方式　　○

　　耐震安全性分類　　　　●Ａ14　　　○Ｓ14　　（地域係数 １．０）

17.耐震措置

18.管制運転等

19.回生電力備蓄システム

20.その他安全装置

21.塗装

　・地震時管制運転　　　　　　　　●あり　　　○なし

　・長尺物振れ管制運転　　　　　　○あり　　　●なし

　・自動診断仮復旧運転　　　　　　○あり　　　●なし

　・火災時管制運転　　　　　　　　●あり　　　○なし

　・非常用発電時管制運転　　　　　○あり　　　●なし

　・停電時救出運転　　　　　　　　●あり　　　○なし

　・浸水時管制運転　　　　　　　　○あり　　　●なし

　・ピット冠水時管制運転　　　　　●あり　　　○なし

　・閉じ込め時リスタート運転　　　●あり　　　○なし

　・緊急地震速報連動運転　　　　　○あり　　　●なし

標準仕様書による。　　○設ける　●設けない

●昇降路内の煙感知器用点検口開放による停止制御装置を設ける。

（かご室関係）

01.側板・戸

02.かごの窓

03.出入口検出装置

04.天井照明

05.前柱

06.敷居

07.床

08.かご内インジケータ

09.各階案内表示板

10.換気方式

11.着脱式壁保護材

12.館内放送用スピーカー

●化粧鋼板（製造者標準品）　　○鋼板製塗装（製造者標準品）

かご出入口検出装置は多光軸式とする。

光天井照明（製造者標準品）

ステンレス製

製造者標準品

製造者標準品

製造者標準品

製造者標準品

天井埋込式

各管制運転及び停電時は操作盤にそのむね文章表示・音声報知する。14.その他

13.監視カメラ

○設ける　●設けない

（乗場関係）

01.三方枠

02.幕板

03.敷居

 　 階

 　 階

乗用・寝台用・人荷用の場合　 　●硬質アルミ製　　○ステンレス製

1～3階

●鋼板製塗装仕上　○ステンレスヘアライン　○カラーステンレス

●鋼板製塗装仕上　○ステンレスヘアライン　○カラーステンレス

●鋼板製塗装仕上　○ステンレスヘアライン　○カラーステンレス

●鋼板製塗装仕上　○ステンレスヘアライン　○カラーステンレス

る。）　　〇呼び出しキースイッチ付き

●設ける　〇設けない

 3. 工事区分表 ・図面に記載のない場合は原則として下記標準工事区分表による。

工事区分 本工事 建　築 電　気 機　械

01.昇降路の築造工事

02.各階乗り場の壁開口

03.乗り場出入口の敷居受、

　 床持ち出し

04.鉄骨造のシャフト壁面に

   設置する

   機器類の取付用下地鋼材

05.鉄骨造の乗り場の三方枠、

   ボタン、位置表示器等の

   取付用下地鋼材

06.三方枠の区画処理

   （モルタル充填等）

07.ピット内防水工事

08.ピット点検用タラップ

09.ピット点検用コンセント

10.電源盤への電源供給

11.エレベーター制御盤への

   火災報知機信号の供給

12.館内放送用配線

   （エレベーター制御盤へ

13.インターホン用配管配線

　 工事

14.監視盤用配管配線工事

15.煙感知器

16.非常用エレベーターロビー

　 の避難経路表示板

17.機械室天井又はシャフト

　 頂部のトロリービーム、

　 フック

18.かご内監視カメラ

（以下はエレベーター機械室

19.機械室を有するロープ式

   エレベーターの機械室床

   の開口

20.機械室のマシンビーム受

   梁及びスペーサー

21.機械室の機器用基礎

22.機械室床のシンダーコン

   クリート

23.機械室の照明設備、点検

   用コンセント

24.機械室の換気設備

　がある場合に適用する）

   　の結線まで）

・ただし特記した部材のみとし、

・三方枠（大枠）が建築工事の場

・インターホンボックスを設置す

・監視盤を設置する場合に適用す

・監視盤用の電源含む。

・カメラ用モニターは電気設備工

・機器搬入のため仮設の開口が必

　それ以外に必要なものは昇降機

　設備工事に含むものとする。

　合は建築工事で施工する。

　る場合に適用する。

　る。

　事とする。

　要な場合はその復旧を含む。

・監督員の指示による。

 　 遠隔監視

・製品引渡し後、施設管理者が製造メーカーと保守契約を締結する場合については、契約手続きに協力する

　とともに、製品保証期間中の遠隔監視を行うこと。

堺市　建築都市局　建築部

図面名称

Ａ３縮尺

図面番号

Ａ１縮尺 ー

工事名称

ー

昇降機設備工事　特記仕様書（２）

・図面に特記なき場合は「工事区分表」による。

・柱、梁及び耐震壁以外の箇所で、開口補強が不要、かつ、スリーブ径が２００φ以下の部分に使用する場

　合は、紙製仮枠を使用してもよい。その場合は、変形防止の措置を講じ、かつ配管施工前に仮枠を必ず取

　り除く。

・機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

　但し、電動機の出力は表示された数値以下とする。

　その耐火レベルに応じた鋼製ボックスを使用すること。

（その他）

01.エレベーター監視盤 ○監視装置

　標準仕様書によるほか、以下の項目を適用する。

　２）形式　　　　　○自立式　　　　壁掛形

　　　　　　　　　　○デスクトップ形　○操作卓　（約△△×約△△）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（非常用は除く）

　３）表示部　　　　○発光ダイオードによる表示

　　　　　　　　　　○液晶ディスプレイ

　４）操作キースイッチ　○運転及び休止の切換スイッチ

　　　　　　　　　　　　○基準階切換スイッチ

　　　　　　　　　　　　○各種管制運転を行う操作スイッチ

　　　　　　　　　　　　○通常運転・特殊運転の切替キースイッチ

　５）ボタン類　　　　　●故障警報リセットボタン（警報内蔵）

　　　　　　　　　　　　●ランプチェックボタン

　６）電源装置　　　　　●交流無停電電源装置（保電保持時間 １０分）

　　　　　　　　　　　　○無

　７）その他　　　　　　○群管理故障灯

　　　　　　　　　　　　●インターホン

○エレベーター警報盤

　標準仕様書によるほか、以下の項目を適用する。

　１）火災時管制運転及び地震時管制運転の切換スイッチ（標準仕様書に

　　　よる）を設ける。

　２）停電時においても機能を維持できるものとする。

02.保守遠隔監視用

   配管・配線

１）各階到着チャイム付きとする。03.各階到着チャイム

04.管制運転時の音声合成 １）音声合成の内容は、監督員と協議の上承諾を得る。

１）図示による。05.機器搬入経路等

06.付属品 標準仕様書によるほか、機器完成図、試験成績書も施設管理者に引渡しす

ること。

　　　　　　　　　　　　　 ○適用しない　　（○建築　○不要）　　

08.エレベーター

　 インターホン

●インターホン

　標準仕様書によるほか、以下の項目を適用する。

　１）設置階　１階

　２）形式　　　　　　　●自立式　　壁掛形

　　　　　　　　　　　　○デスクトップ形　　○操作卓

　３）表示部　　　　　　○発光ダイオードによる表示

　　　　　　　　　　　　○液晶ディスプレイ

　４）操作キースイッチ　●各種管制運転を行う操作スイッチ

　　　　　　　　　　　　　（火災管制）

　５）ボタン類　　　　　●故障警報リセットボタン（警報内蔵）

　　　　　　　　　　　　○ランプチェックボタン

○標準仕様書第９編第３章一般エレベーターによる。 

●標準仕様書第９編第２章普及型エレベーターによる。  

　・かご内専用操作盤　　　　　　　●あり　　　○なし

　・かご内手すり　　　　　　　　　●あり　　　○なし

　・かご内鏡　　　　　　　　　　　●あり　　　○なし

　・かご出入口検出装置　　　　　　●あり　　　○なし

　・かご内専用インジケータ　　　　●あり　　　○なし

　・キックプレート　　　　　　　　●あり　　　○なし

　・視覚障害者用装置

　　　　点字銘板　　　　　　　　　●あり　　　○なし

　　　　自動放送装置　　　　　　　●あり　　　○なし

　・乗り場のインジケータに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置

（応答灯とは聴覚障害者に配慮し、外部からの応答が確認できる表示灯で

操作盤に設け、付近に応答中の表示状況について説明を表記すること。）

　・専用乗場ボタン　　　　　　　　●あり　　　○なし

　

　・かご内インターホンの応答灯　　●あり　　　○なし

　・障害者対応エレベーターの表示　●あり　　　○なし

　　　国際身障者シンボルマークを印刷したアクリル板（約１００×

　　　１００）を乗場ボタン上部の壁面にとりつける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　〇あり　　　●なし

　標準工事区分表  (取合い区分欄は、原則★印の区分とする。)
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★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★
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Ｖ／００２

 ● 製品保守期間中の

０１号機、０２号機

６０m/min

６００kg（９人）

　８箇所（１～８階）

　　W1,050 　D1,520 　H2,300　ﾄﾗﾝｸ　W950 　　　D480

　　W800 　　H2,000

２４，３８０mm

１９，６００mm

●設ける　○設けない

○大枠　●小枠

○大枠　●小枠

防火・遮煙性能を有する戸　 ●適用する

防犯窓　●要　○不要

防犯窓　●要　○不要

●乗場ボタンカバープレートに組込型　　○幕板にアクリルはめ込み型

●階乗場ボタンカバープレートに組込型　○幕板にアクリルはめ込み型

●設ける　○設けない

４.１kw以下

標準仕様書第９編第２章第２節２．２．２．３の（６）及び２．２．３．

標準仕様書第９編第２章第２節２．２．６．２の表９．２．５．による。

標準仕様書第９編第２章第２節２．２．７による。

標準仕様書第９編第２章第２節２．２．１０による。塗装仕上げ標準は

他  階

　１）設置階　　　階

0 25 50 75

原寸図

 ● 容量等の表示

 ● スリーブ

 ● 他工事との取合い

 ● 色彩による表示

●１種　○２種　○３種　とする。

●要　　○不要

荷物用の場合　 　　　　　　　　〇鋼材　　　　　　○硬質アルミ製

＜２０２５.１０＞新営・改修編　

２枚戸片引き



　８.施工記録・報告

堺市　建築都市局　建築部

図面名称

Ａ３縮尺

図面番号

Ａ１縮尺 ー

工事名称

ー

特　記　仕　様　書 【 設　備　工　事　共　通 】

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

調査・報告・掲示

アスベストに関する

　　　（平成３０年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）

1. ・工事開始前に、石綿含有建築材料の使用の有無を調査し、事前調査結果の書面の作成、発注者への報告を

　もに有の場合は作業内容も掲示すること。

　行うこと。事前調査を行う者に求める資格等については下記とする。なお、事前調査結果を掲示するとと

（１）事前調査

1.

　アスベスト廃棄物の取り扱いに関する技術指針（環境省）」等に基づき適切に行うこと。

　(石綿障害予防規則)」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「大阪府生活環

　境の保全等に関する条例」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工

石綿含有建築材料の

除去

2.

　○ケイ酸カルシウム板を除く石綿含有成形板（耐火二層管等を含む）

・○保温材（配管エルボ部分）　　　　　　　○ガスケット（ダクトフランジ部分）

　○ケイ酸カルシウム板（１種）　　　　　　○ケイ酸カルシウム板（２種）

　○その他（　　　　　　　　　　）

（２）石綿含有建築材料の除去等

3.専門工事業者

4.作業主任者 ・石綿作業主任者技能講習修了者又は平成１８年３月以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者とする。

5.除却作業者 ・石綿障害予防規則に基づく特別な教育を受けたもので、肺機能に異常がない者とする。

　※ 図面に記載のない石綿含有建築材料の使用が判明した場合については、直ちに監督員に報告し協議を

　　 行うこと。

6.石綿含有分析調査 ・○行う　　　●行わない

１．石綿関連作業

 7.保温材（配管エルボ

・石綿含有建築材料の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明す

・石綿含有建築材料の除去等を行う場合については「大阪府アスベスト対策基本方針」、「労働安全衛生法

部分）の除去

・保温材（配管エルボ部分）を適切に除去・処分する作業手順は原則以下とする。

　１.事前調査

　　・設計図書等の資料、目視による調査の実施

　　・事前調査結果の書面の作成

　　・事前調査結果の発注者への説明

　　・事前調査結果の掲示

　なお、ここで記載するアスベスト処理の作業手順については、アスベスト対象物を場外に搬出し、処理施

　設にて処理を行う手法とする。

　　　※ 覆っている部分が劣化等により飛散の恐れがある場合は事前に薬液等で湿潤すること。

　　・受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。

　　　実施すること。

　　・受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を選任すること。

　　・受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害予防規則」に基づく特別教育を

　　・外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。

　　・建物外周部で除去作業を行う場合は、シート等で囲うこと。

　　・配管エルボ保温材部分の石綿部に養生を行う。

　　・切断した保温材（配管エルボ共）の袋詰め（二重梱包）を行う。

　　・運搬については、廃石綿等の許可を有する「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」に委託する。

　　・処分については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託する。

　　・工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を監督員に報告する。

　　・除去作業者には呼吸用保護具、保護メガネ及び作業着を着用させること。

　　・保温材を破損しないように、配管エルボ保温材部分の前後の非石綿部で切断し、当該部分を分離する。

　２.施工要領書の提出

　３.計画の届出

　４.石綿作業主任者の選任等

　５.飛散防止の対策等

　６.除去作業

　７.集積、運搬、処分等

本工事での除去等の

作業が発生する石綿

含有建築材料

　○吹付け塗材（石綿排出作業無し）（外壁（★棟）　　　　　　　）

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

　　・石綿含有建築材料の除去作業についての作業計画を監督員に提出し確認を受ける。

　【配管エルボ撤去詳細図】

　１.事前調査

　　・設計図書等の資料、目視による調査の実施

　　・事前調査結果の書面の作成

　　・事前調査結果の発注者への説明

　　・事前調査結果の掲示

　　・受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。

　　　実施すること。

　　・受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害予防規則」に基づく特別教育を

　２.施工要領書の提出

　３.石綿作業主任者の選任等

数　量配管サイズ配　管　名　称

■アスベスト含有エルボの数量については下記による。

切断部分

(約10cm)

養生テープで隔離

配管部

(約10cm)

切断部分

プラスチックシート養生

石綿含有建材部分

フランジ部分）の

ガスケット（ダクト

除去

 8. ・ガスケット（ダクトフランジ部分）を適切に除去・処分する作業手順は原則以下とする。

　設にて処理を行う手法とする。

　なお、ここで記載するアスベスト処理の作業手順については、アスベスト対象物を場外に搬出し、処理施

　　・石綿含有建築材料の除去作業についての作業計画を監督員に提出し確認を受ける。

　　・建物外周部で除去作業を行う場合は、シート等で囲うこと。

　　・外部との空気の流通を避けるために、当該部分をシート等で塞ぐこと。

　４.飛散防止の対策等

　　・切断したダクトフランジは、丈夫なビニール袋に入れて運搬すること。

　　・切断したダクトフランジを現場内で保管する場合は、シート等で覆い保管場所には、ダクトフランジ

　　　の保管場所であることの表示を行うこと。

　　・ダクトフランジの運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆うこと。

　　・アスベスト含有ガスケットは、関係法令に従い適切に処分すること。

　　・工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を監督員に報告する。

　　　と。

　　・マニフェストによる管理を行い、マニフェストには「石綿含有産業廃棄物」であることを明示するこ

　【ガスケット（ダクトフランジ部分）撤去詳細図】

養生テープで隔離

(約10cm)

(約10cm)

ダクト部

切断部分

プラスチックシート養生

石綿含有建材部分

ダクトフランジ

切断部分

　　・除去作業者には呼吸用保護具、保護メガネ及び作業着を着用させること。

　　・ガスケットを破損しないように、ダクトフランジ接続部分の前後の非石綿部で切断し、当該部分を分

　　　離する。

　　　※ 覆っている部分が劣化等により飛散の恐れがある場合は事前に薬液等で湿潤すること。

　　・ダクトフランジ接続部分の石綿含有ガスケットに養生を行う。

　５.除去作業

　６.集積、運搬、処分等

　７.除去物の処分

　８.施工記録・報告

数　量

■アスベスト含有ダクトフランジの数量については下記による。

ダ　ク　ト　名　称 ダクトサイズ

・外壁アスベスト含有部（みなし含む）に設置している機器や部材を取り外す作業手順は原則以下とする。外壁アスベスト含有

部からの設備機材取

り外し

　１.事前準備

　　・石綿作業主任者を選任し、作業者に特別教育を実施する。

　　・外壁と機器等が接している部分に水を噴霧（湿潤）し、取り外す。

　　・取り外した部分に飛散防止剤を吹付ける。

外壁アスベスト含有

部へのアンカー打設

及びコア抜きの施工

について

【アンカー打設】

・外壁アスベスト含有部（みなし含む）への「アンカー打設」の作業手順は原則以下とする。

 9.

10.

　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＬ－３・ＲＳ－３）を着用する。

　２.機器等の取り外し作業

　１.事前調査

　　・設計図書等の資料、目視による調査の実施

　　・事前調査結果の書面の作成

　　・事前調査結果の発注者への説明

　　・事前調査結果の掲示

　２.施工要領書の提出

　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。

　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。

　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。

　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。

　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＬ－３・ＲＳ－３）を着用する。

　４.ドリル穿孔作業

　５.石綿処理

　　・受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。

　　・受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害予防規則」に基づく特別教育を

　３.石綿作業主任者の選任等

　　　実施すること。

　　・石綿処分については関係法令に従い適切に処分すること。

　　・外壁アスベスト含有部へのアンカー打設方法についての作業計画を監督員に提出し確認を受ける。

　　・工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を監督員に報告する。

　６.施工記録・報告

　　・工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を監督員に報告する。

　９.施工記録・報告

【コア抜き】

・外壁アスベスト含有部（みなし含む）への「コア抜き」の作業手順は原則以下とする。

　１.事前調査

　　・設計図書等の資料、目視による調査の実施

　　・事前調査結果の書面の作成

　　・事前調査結果の発注者への説明

　　・事前調査結果の掲示

　２.施工要領書の提出

　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。

　　・ドリル穿孔部の仕上塗材に水を噴霧（湿潤）し、穿孔する。

　　・飛散防止剤を穿孔部（切断面及び周囲）に吹付け、アンカーを打設する。

　　・湿式にてコア抜き作業を行う。

　　・切削汚水の回収（切削汚水はウエス等で拭取る）

　　・躯体部のコア抜き後、飛散防止剤を削孔部（切断面及び周囲）に吹付ける。

　　　だウエス、保護マスク等の袋詰めを行う。

　　・床に養生シートを設置する。

　　・看板（立入禁止）を設置し、保護マスク（ＲＬ－３・ＲＳ－３）を着用する。

　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、コア抜き部分、養生シート、仕上部コア抜き作業時の切削汚水を含ん

　　・受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。

　　・受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害予防規則」に基づく特別教育を

　３.石綿作業主任者の選任等

　　　実施すること。

　４.削孔機固定用穴あけ作業

　５.削孔機のセット

　６.仕上部（アスベスト含有部）のコア抜き作業

　７.躯体部のコア抜き作業

　８.石綿処理

　　・石綿処分については関係法令に従い適切に処分すること。

　　・外壁アスベスト含有部へのコア抜き方法についての作業計画を監督員に提出し確認を受ける。

・やむを得ずアスベスト含有成形板を削孔する場合の削孔作業手順は原則以下とする。アスベスト含有成形 11.

　１.事前調査

　　・設計図書等の資料、目視による調査の実施

　　・事前調査結果の書面の作成

　　・事前調査結果の発注者への説明

　　・事前調査結果の掲示

　３.計画の届出（けい酸カルシウム板２種を削孔する場合）

　　・受注者は「石綿障害予防規則」に基づき石綿作業主任者を選任すること。

　　　実施すること。

　　・受注者は「廃棄物処理法」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を選任すること。

　　・受注者は石綿除去作業に先立ち、除去作業を行う作業者に「石綿障害予防規則」に基づく特別教育を

　４.石綿作業主任者の選任等

　　・飛散防止剤を削孔部に吹付ける。

　　・削孔部の成形板に水を噴霧（湿潤）し、削孔する。

　　・粉じん、ＨＥＰＡフィルター、保護マスク等の袋詰めを行う。

　　・粉じん吸込装置付ドリル（ＨＥＰＡフィルター付）を使用する。

　　・床に養生シートを設置する。

　　・作業者は呼吸用保護具、保護メガネ及び作業着等を着用する。

　　・看板（立入禁止）を設置する。

　　　（けい酸カルシウム板２種を削孔する場合については、集塵排気装置を設置し、作業場所を負圧隔

　　　　離を行う。（作業前に集塵排気装置の点検・負圧の点検を実施する。））

　　　（けい酸カルシウム板１種を削孔する場合については、作業場所をビニールシート等で隔離する。）

　５.削孔作業

　６.石綿処理

　　・けい酸カルシウム板２種については、「特別管理産業廃棄物処分業者」に委託し、処理を行う。その

　　　他の石綿含有建築材料については、石綿含有廃棄物として処理を行うこと。

　　・工事の内容等を記録するとともに、工事完了の状況を監督員に報告する。

　７.施工記録・報告

　２.施工要領書の提出

　　・作業計画に基づく作業実施状況の記録及び従事労働者の氏名、従事期間等を記録し、３年間保存する

　　　こと。

　８.施工記録の保存

　　・石綿含有建築材料の除去作業についての作業計画を監督員に提出し確認を受ける。

　　・「労働安全衛生法（石綿障害予防規則）」、「大気汚染防止法」に基づく届出

　　・「大気汚染防止法」に基づく届出

板等の削孔

　　※ 事前調査の際、石綿含有建材部分の劣化状況についても確認し、監督員に報告すること。

　　※ 事前調査の際、石綿含有建材部分の劣化状況についても確認し、監督員に報告すること。

　る資料を監理員に提出すること。

設備工事共通　特記仕様書

　 ① 特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者

　事編）「令和４年度版」第９章、「建築物解体工事共通仕様書・同解説（令和２年版）」「非飛散性

　 ② （一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者

工事仕様書（設備工事共通）

万崎建替公営住宅第二期建設工事
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万崎北公園
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敷地範囲を示す。

第二期工事敷地範囲（仮想敷地）を示す。

（注記）

※ 工事車両経路は通学路であるため、関係部署・関係施設と協議を行い、

　 通学の安全を図ること

真北

工事名称 万崎建替公営住宅第二期建設工事

工事場所 大阪府堺市西区草部１０１８番地１

都市計画等 区域内 用途地域： 第一種中高層住居専用地域

防火地域 準防火地域

その他の地域地区 市街化区域 第二種高度地区

建蔽率・容積率 指定建蔽率： ６０％ 指定容積率： ２００％

工事種別 新築

主要用途 共同住宅

都市計画施設 指定なし

敷地面積 ｍ2

建築面積

延床面積

建物概要

ｍ2

ｍ2

住棟： １ 棟

バイク置場： 棟２

ごみ置場： 棟１ 棟自転車置場：

戸）

戸、 戸、 戸１５（１ＤＫ： ２ＤＫ：８８ ３ＤＫ：４０

１４３合計：

 工事場所

万崎建替公営住宅第二期建設工事

１０

３６,４９１.０２

Ｖ

（第二期仮想敷地：１０,１３７.０５ｍ2）

００４

１,４５３.６９

８,７０９.９４ 付近見取図
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Ａ３縮尺 Ａ１縮尺

図面番号堺市　建築都市局　建築部 ／

万崎建替公営住宅第二期建設工事
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[第２期工事　計画住戸数] [附帯施設]

住戸タイプ 駐車場

１ＤＫ住戸 １５戸 自転車置場

２ＤＫ住戸 ８８戸 バイク置場

３ＤＫ住戸 ４０戸 ごみ置場

　合　計 １４３戸

コンテナ２５台（１棟）

８６台　６０.１３％≧６０％

２５８台（１２棟）１８０.４１％≧１８０％

３０台（２棟）２０.９７％≧２０％

（生活ごみ１５台　１０戸/台）

（資源ごみ１０台　１５戸/台）
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【建築工事】

安全巡視員（常駐計７人）【建築工事】

安全巡視員（スポット計50人）【建築工事】
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工事車両通行経路● ●●

W500
クリアパネル H=3.0m（既存）

dB

防犯灯（既存）

仮囲い：万能鋼鈑 H=3.0m L=487m（既存）＋防音シートH=1.8m（新設）

既設電力柱を示す

■設備凡例

既

関 Ｎ
移設対象関西電力柱及びＮＴＴ柱を示す

仮囲い：単管バリケード+チューブライト

パネルゲート（W7.2m×H4.5m）（既存）

騒音振動表示装置（新設）計２ヶ所　※記録装置付

L=13.0m
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防護管取付　ＳＴＥＰ１による

防護管取付　ＳＴＥＰ１による
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（西側出入口）

（南側出入口）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

（東側出入口）

●
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W500

W5
00

dB

駐輪場
※仮設通路盛替え期間に限る

L=2.5m
※仮設通路盛替え
　期間に限る

養生鉄板(1,524×6,096×t22)　設置　334㎡

（段数2段、高さ4.0m以上及び敷地境界･仮囲いから
　水平距離5.0m以内の外部足場部分に設置）

養生防護棚設置基準線を示す

5,000

5,00
0

2,000

養生防護棚を示す　L=76.5m

仮設通路②

●●

歩行者経路

キャスターゲート（W6.0m×H1.8m）(盛替)

仮設通路①

ガードフェンス L=1.3m

ガードフェンス

●

●●

●

L=44
.8m

L=45.1m

※上部養生シート張り、下部隙間足場板にて閉塞のこと。
仮設通路部ガードフェンス(盛替)　H=1.8m　L=90m

Ｖ ００６

仮設計画図
仮囲い：ガードフェンス　H=1.8m　L72.5m

【建築工事】

【建築工事】

【建築工事】

【建築工事】

防犯灯（新設４ヶ所）【電気設備工事】



工事名称

図面名称

Ａ３縮尺 Ａ１縮尺

図面番号堺市　建築都市局　建築部 ／
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Ｖ

エレベーター仕様要項

登録番号：AANW03474

分
類

仕様項目 ０１号機 ０２号機

機種名称 普及型機械室レスエレベーター 普及型機械室レスエレベーター

機種形名

用途 乗用 乗用

制御方式 可変電圧可変周波数制御（回生なし） 可変電圧可変周波数制御（回生なし）

操作方式 ２台群乗合全自動方式（２Ｃ－２ＢＣ） ２台群乗合全自動方式（２Ｃ－２ＢＣ）

積載量 ６００㎏ ６００㎏

定員 ９名 ９名

定格速度

戸閉方式 ２枚戸片引き（２Ｓ） ２枚戸片引き（２Ｓ）

出入口幅 ８００㎜

６０ｍ／min ６０ｍ／min

８００㎜

出入口高さ ２０００㎜ ２０００㎜

かご室サイズ（内法間口） １０５０㎜ １０５０㎜

かご室サイズ（内法奥行） １５２０㎜ １５２０㎜

かご室内法高さ ２３００㎜ ２３００㎜

出入口方式 一方向出入口 一方向出入口

正面側停止数 ８停止（１－８階） ８停止（１－８階）

動力用電源 ＡＣ３φ－２１０Ｖ－６０Ｈｚ ＡＣ３φ－２１０Ｖ－６０Ｈｚ

照明用電源 ＡＣ１φ－１００Ｖ－６０Ｈｚ ＡＣ１φ－１００Ｖ－６０Ｈｚ

そ
 の
 
他
 
基
 
本
 
仕
 様

耐震設計施工指針耐震クラス クラスＡ１４ クラスＡ１４

公共建築工事標準仕様　適用年版 令和４年版 令和４年版

かご防食 あり あり

かご室トランク

敷居間隔 １０㎜ １０㎜

ドアセンサー機能 多光軸ドアセンサー２Ｄ 多光軸ドアセンサー２Ｄ

車いす仕様 制御機能付 制御機能付

視覚障がい者対応仕様 あり あり

地震時管制運転方式 Ｐ波＋Ｓ波センサ付３段設定（普通級） Ｐ波＋Ｓ波センサ付３段設定（普通級）

停電時自動着床装置 あり あり

かご内防犯カメラ エレベーター工事 エレベーター工事

かご呼び取消機能 あり あり

乗場三方枠 小枠　鋼板塗装（メーカー標準色）（１－８階） 小枠　鋼板塗装（メーカー標準色）（１－８階）

乗
 
場
 
仕
 様

基
 本
 
仕
 
様

乗場戸 鋼板塗装（メーカー標準色）（１－８階）

乗場戸窓

鋼板塗装（メーカー標準色）（１－８階）

網入り合わせガラス（２００×７００㎜） 網入り合わせガラス（２００×７００㎜）
　　　仕上面段差なしｔ１０.５６　（１－８階） 　　　仕上面段差なしｔ１０.５６　（１－８階）

乗場敷居 アルミ製（１－８階） アルミ製（１－８階）

乗場インジケーター 一体セグメントＬＥＤ（橙色）　樹脂フレーム付ステンレス（１－８階） 一体セグメントＬＥＤ（橙色）　樹脂フレーム付ステンレス（１－８階）

乗場インジ一体形ボタン
メーカー標準：ステンレスクリックボタン
（φ３３・凸文字・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・　
　　　　　　　　　　　抗菌コート（１－８階）

メーカー標準：ステンレスクリックボタン
（φ３３・凸文字・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・　
　　　　　　　　　　　抗菌コート（１－８階）

乗場インジ運行表示灯１ 休止表示 休止表示

一般用乗場ボタン連結取付　樹脂フレーム付ステンレス（１－８階） 一般用乗場ボタン連結取付　樹脂フレーム付ステンレス（１－８階）

車いす専用乗場ボタン

車いす専用乗場ボタンプレート

メーカー標準：ステンレスクリックボタン（φ３３・　
凸文字・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌コート（１－８階）

メーカー標準：ステンレスクリックボタン（φ３３・　
凸文字・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌コート（１－８階）

乗場休止スイッチ あり あり

乗場休止スイッチ取付位置 乗場インジ組込 乗場インジ組込

天井 メーカー標準天井：フラット（白色）　天井面材：鋼板塗装（メーカー標準色） メーカー標準天井：フラット（白色）　天井面材：鋼板塗装（メーカー標準色）

正面壁 化粧鋼板 化粧鋼板

側面壁 化粧鋼板 化粧鋼板

袖壁材質 ステンレスヘアライン ステンレスヘアライン

出入口上板 化粧鋼板 化粧鋼板

かご室戸 化粧鋼板 化粧鋼板

かご室戸窓 網入り合わせガラス（２００×７００㎜）仕上面段差なしｔ１０.５６ 網入り合わせガラス（２００×７００㎜）仕上面段差なしｔ１０.５６

巾木 ステンレスヘアライン ステンレスヘアライン

かご床 樹脂タイル２㎜（三菱標準タイル） 樹脂タイル２㎜（三菱標準タイル）

か
 
ご
 
室
 
仕
 
様

かご室敷居 ステンレス製　２枚戸片引き用 ステンレス製　２枚戸片引き用

かご操作盤タイプ 袖壁操作盤 袖壁操作盤

かご操作盤フェースプレート材質 ステンレスヘアライン ステンレスヘアライン

かごボタン
メーカー標準：ステンレスクリックボタン
（φ３３・凸文字・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌コート （φ３３・凸文字・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌コート

メーカー標準：ステンレスクリックボタン

インターホンボタン乱用防止カバー あり あり

正操作盤インジケータータイプ メーカー標準：かご内液晶インジケーター（１０.１インチ） メーカー標準：かご内液晶インジケーター（１０.１インチ）

かご操作盤液晶インジケーター表示言語 平常時（日英）、注意喚起（日英／中韓切替）、緊急時（日英中韓） 平常時（日英）、注意喚起（日英／中韓切替）、緊急時（日英中韓）

車いす専用かご操作盤 メーカー標準：両側面　ステンレスヘアライン メーカー標準：両側面　ステンレスヘアライン

車いす専用正かご操作盤インジケータータイプ ドットＬＥＤ（橙色） ドットＬＥＤ（橙色）

車いす専用かごボタン
凸文字・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌コート

メーカー標準：ステンレスクリックボタン（φ３３・　メーカー標準：ステンレスクリックボタン（φ３３・　

凸文字・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌コート

車いす専用インターホンボタン乱用防止カバー あり あり

かご室換気 メーカー標準：ＤＣファン メーカー標準：ＤＣファン

かご室手すり 丸形ステンレス　二面取付（両側面） 丸形ステンレス　二面取付（両側面）

かご室鏡 ステンレス鏡面枠なし３分割（５７０㎜×１４００㎜）

キックプレート ステンレスヘアライン（ビスなし）高さ：床面より３５０㎜ ステンレスヘアライン（ビスなし）高さ：床面より３５０㎜

壁保護幕 Ｔ字カット磁石式（保護幕高さ標準：床面より上端まで１８９５㎜） 磁石式（保護幕高さ標準：床面より上端まで１８９５㎜）

床保護マット あり あり

気配りドアセンサ あり あり

セーフティシュー 片側 片側

自動戸閉促進・乗場前検知挟まれ防止センサ あり あり

遮煙機能

点字名板取付方法 接着 接着

インターホン呼び出しボタン応答灯
（聴覚障がい者対応仕様）

あり あり

おもり非常止め なし なし

火災時管制運転方式

インターホン型式 ２４Ｖ ２４Ｖ

そ
 
の
 他
 仕
 
様

乗場インターホンボックスタイプ 鋼板塗装（埋め込み形） 鋼板塗装（埋め込み形）

無電圧Ａ接点支給 エレベーター安全回路動作時・閉込時・インターホンボタン押下時 エレベーター安全回路動作時・閉込時・インターホンボタン押下時

デジタルレコーダー
"エレベーター工事（ＥＰＳ内に設置）ＡＣ１００V電源（別途工事）

保存装置：ＨＤＤ（１ＴＢ）、記録時間：約２８９　４日（１秒コ５コマ）"

"エレベーター工事（ＥＰＳ内に設置）ＡＣ１００V電源（別途工事）

保存装置：ＨＤＤ（１ＴＢ）、記録時間：約２８９　４日（１秒コ５コマ）"

防犯警報装置方式 インターホンボタン兼用式 インターホンボタン兼用式

警報装置連動各階強制停止 あり あり

戸開延長ボタン ステンレスクリックボタン（□３２・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌コート ステンレスクリックボタン（□３２・黄橙色ＬＥＤ）抗ウイルス・抗菌コート

かご内アナウンス かご内４ヵ国語アナウンス（通常時：日英、緊急時：日英中韓）かご内４ヵ国語アナウンス（通常時：日英、緊急時：日英中韓）

かご室スピーカー あり あり

高調波対策種類 ＤＣリアクトル（Ｋｉ＝１．８） ＤＣリアクトル（Ｋｉ＝１．８）

昇降路防振対策 あり あり

フェッシャープレート エレベーター手配（標準品）（２－８階） エレベーター手配（標準品）（２－８階）

煙感知器点検口スイッチ 正面側上部取付　【標準】 正面側上部取付　【標準】

客先手配（除外工事事項参照）仮設動力電源 客先手配（除外工事事項参照）

特殊付加仕様 国際シンボルマーク　／　あり 国際シンボルマーク　／　あり

特殊付加仕様 注意銘板　／　あり 注意銘板　／　あり

特殊付加仕様 工事写真等費用　／　あり 工事写真等費用　／　あり

煙感知器（電気工事）

・外部より点検可能な構造として下さい

・雨水浸入が無い様配慮下さい

・ＥＶ連動スイッチ付（ＥＶ工事）

・煙感知器はかご投影面にかからない位置として下さい

・点検口は下記①または②として下さい

　①ＥＶ昇降路専用品（スイッチ取付台座付き）（１）～（４）のいずれか

　　（１）ホーチキ　　　ＫＵＳ－１Ｃ

　　（２）能美防災　　　ＦＸＳＪ００１Ａ－ＨＵ

　　（３）ニッタン　　　ＮＩＤ－Ｔ－Ｇ

　　（４）パナソニック　ＢＶ９５３５１（ＢＯＸ）＋ＢＶ９５３８１Ｈ（扉）

　②以下２項目を満足する点検口　～「煙感知器・点検ボックス（参考例）」参照

　　（１）スイッチ取付スペース２００×９０程度確保できる。

　　（２）錠付または工具を必要とするネジ付きの蓋で、１㎜以上浮かないこと。

Ａ

Ａ

230
カバープレート

210
埋込ボックス

200

煙感知器・点検ボックス（参考例）

2
2
0

カ
バ

ー
プ

レ
ー

ト

1
9
0

埋
込

ボ
ッ

ク
ス

1
8
0

注意ラベル貼り付け

固定ねじ

スイッチ取付スペース
２００×９０程度

カバープレート

10

※ 100以内
カバープレート
１㎜以上浮かないこと

扉開閉検出スイッチ

押し込み量：５～６

取付板

煙感知器

煙感知器収容箱

※ Ｂ形枠の場合は３０以内

かご投影面に重ならないこと

蝶番

矢視 Ａ-Ａ

（建築基準法施行令第１２９条の１０第３項第三号）
管理人室等に設置する場合は、２４時間管理人が常駐する必要がある。
エレベーターかご内のインターホンは、常に外部のインターホン親機と連絡できるようにすること。

もしも管理人が常駐しない場合は、以下のいずれかの措置が必要となる。
１．インターホン親機を共用部（エレベーターホールや廊下等）に設置する。

　　が対応できるように、シールや名板で鳴動時の緊急連絡先等の対応方法を明示する。
２．管理人室内のインターホン親機の鳴動を共用部から確認できるように設置し、鳴動を確認した者

３．管理人不在時にはエレベーターを使えない状況にする。
　　例えば、営業時間内のみ管理人室等に管理人が常駐するならば営業時間外は建物を閉館する。

外部連絡装置（インターホン親機）設置上の注意点

・乗場遮煙ドアを設置するためには、自動火災報知設備の
　設置義務の無い建物であっても、同設備を設けること。
・自動火災報知設備の設置義務の無い建物の場合には、乗
　場遮煙ドア設置階のエレベーターホールに必ず煙感知器

　火盤を介してエレベーター制御盤に供給すること。
　などの火災感知器を設置し、火災感知信号を自動災警報

　（無電圧ａ接点，接点電圧ＤＣ２４Ｖ）
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国際シンボルマーク

インターホンボックス
（１階のみ）

乗場位置表示器

車いす用押ボタン

点字注意名板
（最下階のみ）

一般用押ボタン

乗場正面図 （１／３０）

（№０１，０２号機）
（１－８階）

※ 開口寸法は、壁厚２２０㎜、壁仕上０㎜の場合を示す。

　（異なる場合は確認のこと）
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床仕上面
（ＥＶＦＬ）

インターホンボックス用穴明
（１階のみ・建築工事）

（１／３０）

（№０１，０２号機）
（１－８階）

乗場穴あけ図
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昇降路頂部の地上高さ＝23,250
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ピット点検用タラップ
（ＥＶ工事）

点検用コンセント１００Ｖ１.０ＫＶＡ
（電気工事）

（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

７８.１ｋN

６７.０ｋN

Ｐ波地震感知器
Ｓ波地震感知器防水仕上面

（建築工事）

4
0

かご床先とフェッシャープレートとのすき間

2,629

3,500

871
頂部すき間

制御盤

天井のある場合は
天井点検口必要

（建築工事）

電源引込可能範囲
（電気工事）

煙感知器（電気工事）

φ８０Ｘ２（建設工事）
号機間用配線穴：

（８ＦＬ＋２８００㎜
～３２００㎜）

ｋ

揚重フック２０ｋＮ
（建築工事）

オーバーヘッド

記号
部材

名　称 部　材 工事区分

ｋ 揚重ビーム（据付後撤去） Ｈ－１００×１００×６×８ ＥＶ工事

（№０１，０２号機）

（１／１００）昇降路断面図

昇降路内の温度は４０℃以下とする

ブラケット取付のため、

ピット内の壁または梁は

最下階ＦＬ面まで立ち上

最下階ＦＬ面まで立ち上

ＲＣ造の壁・梁及びピット床面

昇降路機器取付を行います。

・側面に後施工アンカーにて

設備工事関係

No.０１,０２号機

除外工事事項

建築工事関係

１.

２.

３.

４.

５.

タン等の穴あけ工事

昇降路の築造工事及び各階出入口、インジケータ、押ボ

（昇降路壁は５㎝2辺り３００Ｎの外力が作用した時に

こと）

１５㎜を超える変形及び塑性変形が生じない構造とする

各階乗場出入口枠周囲のモルタル詰め工事

乗場機器取付後の出入口廻りの壁及び床の仕上工事

昇降路頂部にエレベーター機器揚重用のフック設置工事

（ ２０ｋＮ ）／台

ピット内防水仕上工事（必要の時は、排水設備工事含む）

６. ピット床下部使用の場合の建築対策工事

７. ピットが深い場合の埋め戻し・浅い場合のはつり工事

２.

１. 動力用電源・照明電源・接地線の受電端子迄の引込工事

（繋ぎ込み工事含む）

インターホン取付位置より昇降路までの配管配線工事

（０.９φ×１０本）／台

３.

４.

火報信号の昇降路より外部の配管配線工事

感知器または、煙感知器の設置工事

５.

遮煙ドアご採用の場合、遮煙ドア設置階乗降ロビーに火災

最寄の電話中継盤まで）

６. 建設設備連動に必要な接点供給工事

７. ピット内点検用コンセント設備工事

（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

８. 昇降路頂部の煙感知器設備工事（外部より点検可能なこ

と）

エレベーターの遠隔管理用配管・配線工事（昇降路内から

平成２０年国土交通省告示第１４５４号第一号により点検

口の戸は錠付（工具を必要とするネジでも可）とし戸が開

いた時にはエレベーターを停止させる必要がある

９. かご内ＴＶカメラがある場合、かご内ＴＶカメラ用配管

・５Ｃ－２Ｖ同軸ケーブル

配線工事（昇降路からモニター設置場所まで）

かご室スピーカーがある場合、放送用配管配線の昇降路

制御盤までの引込工事

１１.

（非常放送がある場合３線式とすること）

昇降路の換気設備工事（昇降路内温度４０℃および昇降路

温度上昇７℃を超える場合、換気設備が必要になります）

発熱量　：　各号機毎

　　Ｎｏ．１：エレベーター駆動部（９２０Ｗ／１台）

　　Ｎｏ．２：エレベーター駆動部（９２０Ｗ／１台）　　

注意事項

１.

降路頂部まで）にわたり確保のこと

２.

３. 電源電圧の変動は＋５％～－１０％以内、電圧不平衡率

コンクリート強度は２１Ｎ／㎜2以上のこと

５％以内のこと

４. 本エレベーター所定の性能維持のため下記条件とすること

（１）昇降路内の温度は－５℃～４０℃以内、湿度は月平

　　　均９０％・日平均９５％未満かつ急激な温度変化等

（２）金属を損耗または腐食したり電気接点の接触障害の

　　　原因となるような塵及び化学的有害ガス及び爆発性

　　　ガスのないこと

　　　により氷結・結露しないこと

５.

　　　により外部から風雨が侵入しないこと

６. 昇降路壁には電気・水道管の配管・器具を埋め込まないこと

　　（ひさし・風除室・水勾配・グレーチング・防潮板等）

（１）屋上等直接外気と接する乗場における雨水よけ設備

７. 昇降路内には他の用途の配管・ダクト等が露出しないよう

にすること

（建築基準法施行令第１２９条の２の４第１項第三号）

８. 遮断器はインバータ回線対応のものを使用すること

９.

とすること

１０.

輸送可能な適温配膳車や台車などの重量物は２５０㎏以下

換気設備を設置する場合は昇降路外部より保守可能な位置

とし、設置環境により雨水或いは、防水対策を実施のこと

１０.

エレベーターの保守・点検ならびに緊急対応のため、外部

階段などから最上階および最下階エレベーターホールへア

クセスできる経路を確保すること（個人宅など占有部を経

１１.

由しないこと）

エレベーターから発生する高周波漏洩電流と高周波ノイズ

により、他の設備が影響を受ける恐れがあります

次の対策をお勧めします

（１）エレベーター動力と通信機器・ＯＡ機器等弱電機器

（２）エレベーターを含む動力の電源トランスと通信機器

　　　・ＯＡ機器等弱電機器の電源トランスを分離する

　　　の電源線・通信線を１ｍ以上分離する

　　　（エレベーター照明用電源は弱電機器のトランスと

　　　　分離不要）

（３）エレベーターを含む機器アース線と通信機器・ＯＡ

　　　離をする

１２.

　　　機器等弱電機器のアース線の分離配線と接地極の分

乗場壁へウレタン吹付けを行う場合は、乗場機器取付け後

に施工する必要があります。乗場機器取付け前にウレタン

吹付けを行うと、乗場機器取付け時の溶接の火花に引火す

１３.

１４.乗場に向かって強風が吹く場合には、防風対策（建築工事）

る恐れがあります

を行うこと。風圧により乗場の戸が閉まらない恐れがあり

ます

昇降路間口・奥行寸法は、昇降路全域（ピット底部から昇

トランク高さ＝1,200

ステンレス鏡面枠なし（５７０㎜×１４００㎜）

大臣認定品　２枚戸片引き用（１－８階）（認定番号ＣＡＳ-１２４７(１)） 大臣認定品　２枚戸片引き用（１－８階）（認定番号ＣＡＳ-１２４７(１)）

火報信号連動式＋キースイッチによる併用式 火報信号連動式＋キースイッチによる併用式

００７

Ｒ９－２Ｓ－６０

電話線配管配線工事（電気工事）

昇降路最上階制御盤から１階ＭＤＦまで

空配管（呼び線あり）

エレベーター仕様要領、昇降機断面図
乗場正面図、乗場あけ穴図

Ｒ９－２Ｓ－６０

トランクあり トランクあり

トランク



工事名称

図面名称

Ａ３縮尺 Ａ１縮尺

図面番号堺市　建築都市局　建築部 ／

原寸法
0 3,000㎜2,0001,5001,000500

昇
降

路
内

法
＝

1
,6

10

Fx2

万崎建替公営住宅第二期建設工事

Ｖ

１／３０１／６０

№０１，０２

ＥＶレール支持用ブラケットに作用する地震時水平荷重

Fy2

おもり

№０２

かご

かご

№０１

おもり

Fx3

Fy3

Fy1

Fx1

Fx2

Fy2

Fx3

Fy3

Fy1

Fx1

参考図

Ｆｘ１ Ｆｙ１ Ｆｘ２ Ｆｙ２ Ｆｘ３ Ｆｙ３

４.２１ ３.８１ ３.３２ ６.６３ ７.５２ ８.７３

　　なるよう部材を設計のこと。又、ねじれに対し強固に取付ること。

注：上記矢印の地震時荷重により柱、梁などのたわみの合計が５㎜以下と

昇降路壁はブラケット取付部の為

埋設配管・配線は不可

動力電源設備（１台１回線，ＣＶＴ電線使用時） 照明用電源を含む　

号機名
電源電圧

周波数
電動機容量 設備容量 電源側ＮＦ容量

動作時間

感度電流値（＊）

電線サイズ 接地線サイズ

０１

０２

ＡＣ３φ２１０Ｖ

６０Ｈｚ

ＡＣ３φ２１０Ｖ

６０Ｈｚ

４.１ｋＷ

４.１ｋＷ

５ｋＶＡ

５ｋＶＡ

４０ＡＴ

４０ＡＴ

１００ｍＡ以上

０.２秒以上

１００ｍＡ以上

０.２秒以上

　６３ｍまで　　８㎜2

１０９ｍまで　１４㎜2

１６７ｍまで　２２㎜2

　６３ｍまで　　８㎜2

１０９ｍまで　１４㎜2

１６７ｍまで　２２㎜2

３.５㎜2

３.５㎜2

（＊）電源側に漏電遮断器を設置する場合

高調波対策（高調波流出電流計算値）

高調波対策内容

○

ノイズフィルタのみ
（標準）

ＤＣリアクトル追加
（Ｋｉ＝１.８相当）

機器名称

０１，０２号機

(６００kg‐６０ｍ/min)

定格容量

（ｋＶＡ）

５.１

台数

２

合計容量

Ｐｉ

（ｋＶＡ）

回路分類

細分 №

３１

３３

６パルス

換算係数

（Ｋｉ）

３.４

１.８

容量［Ｋｉ×Ｐｉ］

６パルス等価

（ｋＶＡ）

３４.９

１８.５

機器最大

稼働率

（％）

２５

２５

 基本電流に対する高調波電流発生率Ｉｎ（％）

７次 １１次 １３次 １７次 １９次 ２３次 ２５次５次

６５

３０

４１

１３

８.５

８.４

７.７

５

４.３

４.７

３.１

３.２

２.６

３

１.８

２.２

　　　各次数毎の高調波流出電流量（ｍA）＝ 
合計容量Ｐｉ（ｋＶＡ）

受電電圧（ｋＶ）×　３
 ×１０3×各次数毎の発生率Ⅰｎ（％）×機器最大稼働率ｋ（％）

（１／３０）昇降路平面図

（ピット）

（１／３０）昇降路平面図 （１／３０）昇降路平面図

（２－８階）（１階）

げて下さい（建築工事）

レール下端部荷重（長期荷重） ピット荷重（短期荷重）

 Ｐ４（ｋＮ）

 Ｐ２（ｋＮ）

 Ｐ３（ｋＮ）

 Ｐ１（ｋＮ）

 Ｒ８（ｋＮ） Ｒ７（ｋＮ） Ｒ６（ｋＮ） Ｒ５（ｋＮ）

 Ｒ４（ｋＮ） Ｒ３（ｋＮ） Ｒ２（ｋＮ） Ｒ１（ｋＮ）

　５.９

　５.９

２２.６

２２.６

４０.１

４０.１

１９.８

１９.８

７８.１

７８.１

６７.０

６７.０

ブラケット取付のため、

最下階ＦＬ面まで立ち上

ピット内の壁または梁は

昇降路機器はピット底面・側面、

梁・壁（コンクリートの場合）に

あと施工アンカーにより取付を行

います
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防水仕上面
（建築工事）

Ｐ４

Ｐ３

Ｒ６

Ｒ５
Ｒ８

Ｒ７

Ｐ２ Ｒ３

Ｒ４
Ｒ１

Ｐ１

Ｒ２

№
０

２
№

０
１

防水仕上面
（建築工事）

Ｐ波地震感知器
Ｓ波地震感知器

№
０

２
№

０
１

手すり

手すり

敷
居

間
隔

１
０

㎜
敷

居
間

隔
１

０
㎜

多光軸ドアセンサ

多光軸ドアセンサ

[ＥＰＳ]

点検用コンセント１００Ｖ１.０ＫＶＡ（電気工事）
（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

点検用コンセント１００Ｖ１.０ＫＶＡ（電気工事）
（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

鏡

鏡

高圧または特別高圧需要家が高調波発生機器を新設、増設または更新する場合には「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」への適用が求められる。

ガイドラインではその需要家から流出する高調波電流の上限値を定めており、超過する場合には何らかの対策を求められる。

※　各次数毎の高調波流出電流量は以下の計算により求めることができる。
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工事名称

図面名称

Ａ３縮尺 Ａ１縮尺

図面番号堺市　建築都市局　建築部 ／

原寸法
0 250 500 750 1,000 1,500㎜

万崎建替公営住宅第二期建設工事

Ｖ

参考図№０１かご室意匠図　

意匠仕様

天井 鋼板塗装仕上

換気装置

照明 乳白色樹脂照明板

ＬＥＤ照明（白色）

停電灯 主照明兼用式

壁 化粧鋼板

出入口上板 化粧鋼板

戸 化粧鋼板

袖壁・柱 ステンレスヘアライン仕上

巾木 アルミ製

床仕上部 樹脂タイル　ｔ２

敷居 アルミ製

網入リ合わせガラス　ｔ１０.５６（段差：無）ＪＩＳ　Ｒ３２０５窓ガラス

鏡 ステンレス鏡面仕上　ｔ３（３分割）

ステンレスヘアライン仕上（φ３２）　キャップ：樹脂（パールメッキ）

ブラケット：アルミ　ブラケットカバー：樹脂（パールメッキ）

手すり

キックプレート ステンレスヘアライン仕上：ビス無

保護幕 カーペット地マグネット式　Ｈ＝１８９５

床マット 筋入りゴムマット

防犯カメラ意匠仕様

フェ－スプレ－ト 材質 ＡＢＳ樹脂

色、仕上 色：（ホワイト）

カメラ窓部 材質 ポリカ－ボネ－ト

色 グレ－スモ－ク

信号方式 ＮＴＳＣ

同期方式 内部同期

電源電圧 ＤＣ１２Ｖ

カメラ 型名 ＣＦＳ－Ｋ０１Ｃ
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原寸法
0 250 500 750 1,000 1,500㎜

工事名称

図面名称

Ａ３縮尺 Ａ１縮尺

図面番号堺市　建築都市局　建築部 ／

万崎建替公営住宅第二期建設工事

Ｖ

参考図

意匠仕様

天井 鋼板塗装仕上

換気装置

照明 乳白色樹脂照明板

ＬＥＤ照明（白色）

停電灯 主照明兼用式

壁 化粧鋼板

出入口上板 化粧鋼板

戸 化粧鋼板

袖壁・柱 ステンレスヘアライン仕上

巾木 アルミ製

床仕上部 樹脂タイル　ｔ２

敷居 アルミ製

網入リ合わせガラス　ｔ１０.５６（段差：無）ＪＩＳ　Ｒ３２０５窓ガラス

鏡 ステンレス鏡面仕上　ｔ３（３分割）

ステンレスヘアライン仕上（φ３２）　キャップ：樹脂（パールメッキ）

ブラケット：アルミ　ブラケットカバー：樹脂（パールメッキ）

手すり

キックプレート ステンレスヘアライン仕上：ビス無

保護幕 カーペット地マグネット式　Ｈ＝１８９５

床マット 筋入りゴムマット

防犯カメラ意匠仕様

フェ－スプレ－ト 材質 ＡＢＳ樹脂

色、仕上 色：（ホワイト）

カメラ窓部 材質 ポリカ－ボネ－ト

色 グレ－スモ－ク

信号方式 ＮＴＳＣ

同期方式 内部同期

電源電圧 ＤＣ１２Ｖ

カメラ 型名 ＣＦＳ－Ｋ０１Ｃ

画角 水平 １１２°
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